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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人電気学会 

(IEEJ) 及び財団法人日本規格協会 (JSA) から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって，

JIS B 0119:1992 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 
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水車及びポンプ水車用語 
Glossary of terms for hydraulic turbines and reversible pump-turbines 

 
1 適用範囲 

この規格は，発電に用いる水車及びポンプ水車に関する用語及びその定義について規定する。 

 

2 分類 

用語の分類は，次による。 

1) 発電所  2) 一般  3) 土木  4) 水力  5) 形式  6) 性能   

7) 本体一般  8) 入口弁  9) 調速機・水位調整器  10) 制圧機 

11) 圧油装置・空気圧縮装置  12) 潤滑油装置  13) 給排水装置  14) 運転制御 

15) 可変速制御  16) 揚水始動  17) 共通  18) 試験 

 

3 用語及び定義 

用語及び定義は，次による。 

なお，参考として対応英語，量記号及び単位記号を示す。 

注記 1 用語欄で，二つの用語をコンマ（，）でつないで併記してある場合は，その順位によって優先

使用する。 

注記 2 用語欄で，用語の下の（ ）内の平仮名書きは，読み方を示す。 

注記 3 定義欄で，用語の後の（ ）内の数字は，この規格の用語番号を示す。 

注記 4 量記号欄で，（ ）内の文字は形式記号を示す。 

3.1 発電所 
参考 番号 用語 定義 

対応英語 量記号 単位記号 
101 発電所 電力を発生するための施設。 electric power plant,  

electric power 
station 

－ － 

102 水力発電所 水力を利用した発電所。 
注記 発電所出力の規模によって分類

されることがある。 

hydroelectric power 
plant,  

hydroelectric power 
station 

－ － 

103 潮力発電所 潮せき（汐）発電所及び潮流発電所の総

称。 
tidal power plant,  
tidal power station 

－ － 

104 潮せき（汐）発

電所 
潮の干満の差によって生じる落差（位置

エネルギー）を利用した発電所。 
tidal potential power 

plant, 
tidal potential power 

station 

－ － 

 


